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１ 電子申請システムからの申し込み方法 

電子申請システム（e-kanagawa 電子申請）を利用して、公共施設予約システムの利用者

期間の更新申請ができます。 

(1) 電子申請システムへのアクセス方法 

パソコン・スマートフォン https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/ 

 

(2) 申請可能な手続 

手続名 備考 

個人登録の有効期間更新 
対象者は、厚木市、愛川町及び清川村在住の方のみとな

ります。 

 

(3) 電子申請で必要なもの 

機器 ご準備いただくもの 

パソコン 
ＩＣカードリーダ、マイナンバーカード及び署名用パ

スワード 

スマートフォン 
マイナポータルアプリ、マイナンバーカード及び署名

用パスワード 
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２ 手続きの流れ 

 手続きの流れは、以下のとおりです。 

    

・厚木市で申請の受理を行いましたら受理完了通知（⑥）を発信します。 

・有効期間更新処理は、⑥受理完了通知発送後、７開庁日以内に行います。 

・更新処理完了後、作業完了通知（⑧）を発送します。 

・作業完了通知（⑧）受信後、電子申請システムからダウンロードできる「公共施設予約

システム利用登録証申請書」を登録証発行可能施設へ持参し、登録証の発行を受けるよう

お願いします。 
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３ 利用者登録 

電子申請システムのトップページの【新規登録】から利用者登録を実施してください。 

電子申請システムから公共施設予約システムに関する申請をするには、最初に電子申請

システムの利用者登録を行う必要があります。 

利用規約等をご確認の上、登録を行ってください。システム操作方法についての詳細

は、次の操作マニュアルをご覧ください。 

 

マニュアル 利用者情報登録 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/profile3-2-1.htm 

 

４ ログイン 

【ログイン】メニューから、登録した利用者ＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入

力して電子申請システムにログインしてください。 

システム操作方法についての詳細は、次の操作マニュアルをご覧ください。 

 

マニュアル ログイン認証 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/profile3-1-1.htm 

 

※パスワードを忘れた場合 

【ログイン】メニューからパスワードの再設定ができます。詳細は、次の操作マニュア

ルをご覧ください。 

 

マニュアル パスワード再設定 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/profile3-2-2.htm 
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５ 手続き申込 

(1) 【手続き検索】メニューをクリックし、オンライン申請手続き画面を開いてくださ

い。 

 
(2) 【キーワードで探す】の入力欄に「施設予約」と入力し、キーワード検索をクリック

してください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 公共施設予約システムに関する手続が表示されるので、手続を選択してください。 

 

※なお、申込をする際に電子署名を求めますのでマイナンバーカードのご準備をお願いし

ます。 

 

「施設予約」と入力 



5 

 

(4)「公共施設予約システム_個人_有効期間更新」をクリックすると次の画面に遷移しま

す。 

 

利用者ＩＤとパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。 
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(5) 手続きの内容を確認するとともに、表示される利用規約を確認し、同意するをクリッ

クしてください。 

 

 

(6) 電子署名環境の確認画面に遷移しますので、申込へ進むをクリックしてください。 
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（7） 基本４情報の読取画面に遷移しますので、次へ進むをクリックしてください。 

 

 

(8) 電子証明書の選択画面に遷移します。「ＰＣで基本４情報読取する場合」又は「スマー

トフォンで基本４情報読取する場合」のどちらかを選択してください。 

 なお、パソコンで読み取る場合はＩＣカードリーダが必要です。スマートフォンの場合

は、マイナポータルアプリのインストールが必要となります。 
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(9) 基本４情報の読み取り方法については次のマニュアルを参照してください。 

〇パソコンの場合 

マニュアル 電子署名手続きの申込（パソコンの場合） 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-2.htm 

〇パソコンでの公的個人認証による証明書の電子署名の方法 

マニュアル 公的個人認証による証明書の電子署名 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-2-2.htm 

〇スマートフォンの場合 

マニュアル 電子署名手続きの申込（スマートフォンの場合） 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-3.htm 

注）まれにスマートフォンで電子署名をする際に、「電子署名環境確認」でエラーとなる事

例があります。その際は、お手数ですが「電子署名手続きの申込（パソコンの場合）」及び

「公的個人認証による証明書の電子署名」を参照いただき、パソコンから電子申請をする

ようお願いします。 

 

(10) 基本４情報の読み取りが完了しますと、手続き申込画面に遷移します。 

 

 必須項目の入力をしてください。 

 なお、【処理欄】は入力の必要はありません。 
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(11) 必須項目入力後、確認へ進むをクリックしてください。 

 

 

(12) 確認画面へ遷移しますので、電子署名をクリックしてください。 

 
  

処理欄の入力は必要ありません 
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(13) 電子署名画面に遷移しますので、次のマニュアルを参照し、電子署名をしてくださ

い。 

〇パソコンの場合 

マニュアル 電子署名手続きの申込（パソコンの場合） 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-2.htm 

 

〇パソコンでの公的個人認証による証明書の電子署名の方法 

マニュアル 公的個人認証による証明書の電子署名 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-2-2.htm 

 

〇スマートフォンの場合 

マニュアル 電子署名手続きの申込（スマートフォンの場合） 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-3.htm 

注）まれにスマートフォンで電子署名をする際に、「電子署名環境確認」でエラーとなる事

例があります。その際は、お手数ですが「電子署名手続きの申込（パソコンの場合）」及び

「公的個人認証による証明書の電子署名」を参照いただき、パソコンから電子申請をする

ようお願いします。 
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(14) 電子署名が完了すると次の画面に遷移します。署名するをクリックしてください。 

 

 

(15) 申込完了画面に遷移します。 
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６ 申込内容の照会 

 
【申請状況確認】メニューをクリックし、「申込内容照会」から申込を行った手続きの処

理状況の確認、入力事項の修正、手続きの取り下げ、ＰＤＦファイルの出力等を行うこと

ができます。 

システム操作方法についての詳細は、次の操作マニュアルをご覧ください。 

 

〇申込内容を照会したい 

マニュアル 申込内容照会と登録 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/inquiry2-1.htm 

 

〇申込内容の修正をしたい 

マニュアル 申込変更 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/inquiry2-1-3.htm 

 

〇申込の取り下げをしたい 

マニュアル 
申込取下げ 

※処理状況が[処理待ち]もしくは[返却中]の場合のみ 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/inquiry2-1-4.htm 
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７ 電子申請での手続き完了後の流れ 

(1) 電子申請で申込みを完了すると、登録されたメールアドレス宛に「申し込み完了通

知」及び「申し込み完了パスワード通知メール」が送付されます。 

これらのメールで申込みに対して付番された【整理番号】と【パスワード】が通知さ

れます。【整理番号】と【パスワード】は申込内容照会の際に利用できます。申込内容照

会は前ページ「申込内容を照会したい」のマニュアルを参照ください。 

 

(2) ＤＸ推進課で申込みの受理を行うと、電子申請システムから「受理完了通知メール」

が送付されます。 

※この時点では手続きが完了しておりませんので、「作業完了通知メール」が送付される

のをお待ちください。 

 

(3) ＤＸ推進課で公共施設予約システムの入力を実施後、電子申請システムから「作業完

了通知メール」が送付されます。 

 

(4) 「作業完了通知メール」受信後、公共施設予約システムにログインできるか確認をし

てください。また、電子申請システムから「公共施設予約システム利用登録証申請書」

をダウンロード（次ページを参照）し、登録証発行可能施設へ持参し、登録証の発行を

受けるようお願いします。 

なお、「公共施設予約システム利用登録証申請書」は紙に印刷若しくはスマートフォン

等にダウンロードし、施設職員に提示してください。 
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８ 電子申請システムから「公共施設予約システム利用登録証申請書」をダウンロードす

る方法 

(1) 電子申請システムにログインしてください。 

【ログイン】メニューから、登録した利用者ＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入

力して電子申請システムにログインしてください。 

システム操作方法についての詳細は、次の操作マニュアルをご覧ください。 

 

マニュアル ログイン認証 

 
ＵＲＬ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/profile3-1-1.htm 

 

(2) 申請状況確認をクリックしてください。 

 

(3) 申請した手続きが表示されるため、詳細をクリックしてください。 

 

(4) 申込内容照会画面に遷移します。画面下部にある PDFファイルを出力するをクリック

してください。 

 

 以上の操作で出力した「公共施設予約システム利用登録証申請書」紙に印刷若しくはス

マートフォン等にダウンロードし、施設職員に提示してください。 
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９ 登録証発行可能施設一覧 

（注 1）平日は、土曜日・日曜日、祝祭日を除く全ての日になります。 

（注 2）施設休館日は受け付けできません。 

厚木市スポーツ施設 

施設名 受付時間 

荻野運動公園 8時 30分から 21時 00分まで 

東町スポーツセンター 8時 30分から 21時 00分まで 

南毛利スポーツセンター 8時 30分から 21時 00分まで 

猿ケ島スポーツセンター 8時 30分から 21時 00分まで 

及川球技場 8時 30分から 21時 00分まで 

 

厚木市立公民館 

施設名 受付時間 

厚木北公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

厚木南公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

依知北公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

依知南公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

睦合北公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

睦合南公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

睦合西公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

荻野公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

上荻野分館 平日 8時 30分から 17時 15分まで 

小鮎公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

玉川公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

南毛利公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

相川公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

緑ヶ丘公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

愛甲公民館 8時 30分から 17時 15分まで 

森の里公民館 8時 30分から 17時 15分まで 
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厚木市公共施設 

施設名 受付時間 

保健福祉センター 平日 8時 30分から 17時 15分まで 

子ども科学館 
9時 00分から 22時 00分まで 

（厚木シティプラザ 6階） 

南毛利学習支援センター 9時 00分から 17時 00分まで 

文化会館 9時 00分から 17時 00分まで 

あつぎ市民交流プラザ 
9時 00分から 21時 00分まで 

（アミューあつぎ 6階） 

 

厚木市 

施設名 受付時間 

DX推進課 
平日 8時 30分から 17時 15分まで 

（市役所本庁舎 4階） 

スポーツ魅力創造課 
平日 8時 30分から 17時 15分まで 

（市役所第二庁舎 8階） 

公園緑地課 
平日 8時 30分から 17時 15分まで 

（市役所第二庁舎 15階） 

 

愛川町 

施設名 受付時間 

スポーツ・文化振興課 平日 8時 30分から 17時 15分まで 

第 1号公園体育館 9時 00分から 20時 00分まで 

田代運動公園 9時 00分から 17時 00分まで 

三増公園陸上競技場 9時 00分から 19時 45分まで 

 

清川村 

施設名 受付時間 

生涯学習課 平日 8時 30分から 17時 15分まで 

 


